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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板(21)上に多数の薄板状のフィン(22)が並設されたヒートシンク(20)の外周形状を成
形するベアリング部(11)と、前記ベアリング部(11)出側に形成された逃げ穴(13)とを有す
る押出用ダイスであって、
　前記ベアリング部(11)におけるフィン成形部(11b)のベアリング長さ（Ｌ）が０．５～
７mmに形成され、かつ前記逃げ穴(13)のフィン成形部(11b)側の壁面(13b)がフィン成形部
(11b)に連続して０°を越え３°以下の角度（α）で開くテーパ状に形成されていること
を特徴とする押出用ダイス。
【請求項２】
　前記逃げ穴(13)の基板成形部(11a)側の壁面(13a)に、基板成形部(11a)直後に外方に退
入して押出方向と直交する平面からなる逃げ部(14)が形成されている請求項１に記載の押
出用ダイス。
【請求項３】
　入側端部において、成形孔(12)の周囲に凹状の堀込部(15)が形成されている請求項１ま
たは２に記載の押出用ダイス。
【請求項４】
　前記フィン成形部(11b)のベアリング長さ（Ｌ）が０．５～２．０mmである請求項１～
３のいずれかに記載の押出用ダイス。
【請求項５】
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　前記逃げ穴(13)のフィン成形部(11b)側の壁面(13b)の角度（α）が０．５～２．０°で
ある請求項１～４のいずれかに記載の押出用ダイス。
【請求項６】
　前記押出用ダイスはポートホールダイスである請求項１～５のいずれかに記載の押出用
ダイス。
【請求項７】
　基板(21)上に多数の薄板状のフィン(22)が並設されたヒートシンク(20)を押出成形によ
って製造する方法において、
　前記ヒートシンク(20)の外周形状を成形するベアリング部(11)と、前記ベアリング部(1
1)出側に形成された逃げ穴(13)とを有し、前記ベアリング部(11)におけるフィン成形部(1
1b)のベアリング長さ（Ｌ）が０．５～７mmに形成され、かつ前記逃げ穴(13)のフィン成
形部(11b)側の壁面(13b)がフィン成形部(11b)に連続して０°を越え３°以下の角度（α
）で開くテーパ状に形成されている押出用ダイス(1)を用い、前記ベアリング部(11)から
アルミニウム材料を押出すことを特徴とするヒートシンクの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、基板上に多数の薄板状フィンが並設されたヒートシンクを製造するための押
出用ダイス、およびこの押出用ダイスを用いるヒートシンクの製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電子機器等に用いられる放熱部材の一つに、図３に示すような、放熱基板(21)上に多数の
薄板状のフィン(22)が並設されたアルミニウム製ヒートシンク(20)がある。このような形
状の放熱部材は、少ない工程で製作できるというメリットから押出材が用いられることが
多く、優れた放熱性能を得るために、フィンを高くかつ薄肉にして狭いピッチで形成する
ことが求められる。
【０００３】
また図６に示すように、押出用ダイス(50)においては、押出材の外周形状を規定するベア
リング部(51)の押出方向出側に逃げ穴(52)が形成されているが、押出材の形状を安定させ
るために前記逃げ穴(52)内のベアリング部(51)直後に外方に退入する逃がし部(53)が形成
することが一般的である。そして、上述のヒートシンクを製造する押出用ダイスにも、ベ
アリング部(51)の全周に逃がし部(53)が形成されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、高トング比のフィンを狭いピッチで成形する押出用ダイスでは、逃がし部の形成
によって、隣接するフィン間に対応するベアリング部のフィン成形部間の肉厚が薄くなる
ため、ダイス強度が低くなってたわみやすく、フィンが偏肉となるなど却って形状安定性
が悪くなるという問題点があった。フィンの偏肉は単に外観品質の低下を来すだけでなく
、放熱性能を低下させる原因となっている。
【０００５】
この発明は、上述の技術背景に鑑み、高トング比で安定したフィン形状のヒートシンクを
成形できる押出用ダイスおよびヒートシンクの製造方法の提供を目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、この発明の押出用ダイスは、基板(21)上に多数の薄板状のフ
ィン(22)が並設されたヒートシンク(20)の外周形状を成形するベアリング部(11)と、前記
ベアリング部(11)出側に形成された逃げ穴(13)とを有する押出用ダイスであって、前記ベ
アリング部(11)におけるフィン成形部(11b)のベアリング長さ（Ｌ）が０．５～７mmに形
成され、かつ前記逃げ穴(13)のフィン成形部(11b)側の壁面(13b)がフィン成形部(11b)に
連続して０°を越え３°以下の角度（α）で開くテーパ状に形成されていることを特徴と
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する。
【０００７】
また、この発明のヒートシンクの製造方法は、基板(21)上に多数の薄板状のフィン(22)が
並設されたヒートシンク(20)を押出成形によって製造する方法において、前記ヒートシン
ク(20)の外周形状を成形するベアリング部(11)と、前記ベアリング部(11)出側に形成され
た逃げ穴(13)とを有し、前記ベアリング部(11)におけるフィン成形部(11b)のベアリング
長さ（Ｌ）が０．５～７mmに形成され、かつ前記逃げ穴(13)のフィン成形部(11b)側の壁
面(13b)がフィン成形部(11b)に連続して０°を越え３°以下の角度（α）で開くテーパ状
に形成されている押出用ダイス(1)を用い、前記ベアリング部(11)からアルミニウム材料
を押出すことを特徴とする。
【０００８】
この発明の押出用ダイス(1)は、フィン成形部(11b)間の肉厚が確保され、フィンのトング
比を高くしても高い剛性が得られる。このため、前記押出用ダイス(1)を用いてアルミニ
ウム材料を押出した場合、高い押圧力に対してもフィン成形部(11b)間がたわみにくく、
トング比の高いフィンでも偏肉にならず安定したフィン形状のヒートシンクを押出すこと
ができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
図１および図２に、この発明の押出用ダイス(1)の一実施形態を示す。この押出用ダイス(
1)は、図３に示す、厚肉の基板(21)上に多数の薄板状のフィン(22)が並設され、さらに両
端のフィンの外側にやや厚肉の外枠(23)が形成されたヒートシンク(20)の製造に用いられ
る。
【００１０】
前記押出用ダイス(1)には、前記ヒートシンク(20)の外周形状を成形するベアリング部(11
)が設けられて、ベアリング部(11)に囲まれた成形孔(12)が形成され、さらにベアリング
部(11)の出側に外方に開くテーパ状の逃げ穴(13)が設けられている。
【００１１】
前記逃げ穴(13)の壁面(13a)(13b)は、ベアリング部(11)のうちの基板(21)を成形する基板
成形部(11a)側と、フィン(22)を成形するフィン成形部(11b)側とで形状が異なる。即ち、
基板成形部(11a)側の壁面(13a)は、基板成形部(11a)直後に外方に退入して押出方向と直
交する平面からなる逃げ部（14）が形成され、その退入端からテーパ状に形成されている
。一方、フィン成形部(11b)側の壁面(13b)は、このような退入状の逃がし部が形成される
ことなくフィン成形部(11b)に連続してテーパ状に形成されている。
【００１２】
なお、図示の押出用ダイス(1)の入側端部において、押出材料の流れを制御するために、
成形孔(12)の周囲に凹状の堀込部(15)が形成されている。
【００１３】
このように、フィン成形部(11b)側で逃がし部を形成せずフィン成形部(11b)直後にテーパ
状の壁面(13b)を形成することでフィン成形部(11b)間のダイス肉厚を確保して剛性を高め
、押出時のたわみを防止することができる。基板成形部(11a)や外枠成形部（図示省略）
の周囲は十分なダイス肉厚があるので、これらの側では従来のダイスと同様に逃がし部(1
4)を形成して押出形状の安定を図ることができる。
【００１４】
この発明においては、ベアリング部(11)におけるフィン成形部(11b)のベアリング長さ（
Ｌ）は、高トング比でも安定したフィン形状を得るために０．５～７mmとする必要がある
。０．５mm未満では所要形状に成形するというベアリング分としての機能が得られず、７
mmを越えると押出抵抗が高くなって却って成形性を損なうおそれがある。ベアリング長さ
（Ｌ）の好ましい下限値は０．５mmであり、好ましい上限値は２．０mmである。また、フ
ィン成形部(11b)に連続する壁面(13b)のテーパ角度（α）は、ダイスの剛性を確保すると
ともにフィンピッチを狭くする必要上、０°を越え３．０°以下に形成する必要がある。
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０°ではフィン成形部(11b)と等しくなって逃げ穴となり得ず成形性を阻害し、３．０°
を越えるとダイスの剛性を確保することが困難となる。テーパ角度（α）の好ましい下限
値は０．５°であり、好ましい上限値は２．０°である。前記ベアリング長さ（Ｌ）およ
びテーパ角度（α）は１つの押出用ダイスにおいて一定値である必要はなく、フィンの部
位に応じてそれぞれ上記範囲内で変化させることができる。
【００１５】
前記押出用ダイス(1)は、隣接するフィン成形部(11b)(11b)間は逃げ穴(13)の壁面(13b)が
フィン成形部(11b)に連続して形成されていることで十分な肉厚が確保されて剛性が高い
。このため、この押出用ダイス(1)を用いて図３に示す形状のヒートシンク(20)を押出し
た場合、材料の押圧力を受けてもフィン成形部(11b)(11b)間がたわまず、薄板状のフィン
(22)は安定した形状に押出される。一方、厚肉の基板部(21)は、ダイス(1)のベアリング
部(11)の基板成形部(11a)の直後に退入状の逃げ部（14）が形成されているために、安定
した形状に押出される。
【００１６】
　なお、前記基板成形部(11a)のベアリング長さや逃げ穴(13)の壁面(13a)のテーパ角度は
、上述したフィン成形部(11b)の範囲に限定されない。基板成形部(11a)のベアリング長さ
は、２～１５mmが好ましく、逃げ穴(13)の壁面(13a)のテーパ角度は５～１０°が好まし
い。
【００１７】
また、この発明の押出用ダイスは上記形状のヒートシンクを成形できるものであればダイ
スの型式や材質を問わない。ダイスとして、雄型と雌型の組合せからなるポートホールダ
イスを用いても良い。
【００１８】
また、押出材料となるアルミニウムは、押出成形可能で熱伝導性優れたものであれば良く
、特にＪＩＳ　６０００系合金を推奨できる。
【００１９】
【実施例】
図１および図２に示した押出用ダイス(1)を用いてヒートシンクの押出実験を行った。
【００２０】
　前記押出用ダイス(1)において、ベアリング部(11)のフィン成形部(11b)のベアリング長
さ（Ｌ）を１.０mm、フィン肉厚に対応するフィン成形部(11b)の幅（Ｔ）を１．５mm、フ
ィン高さに対応するフィン成形部(11b)の高さ（Ｈ）を２２mmに形成し、フィン成形部(11
b)出側の逃げ穴(13)は、フィン成形部(11b)の全周において退入状の逃がし部を形成せず
、フィン成形部(11b)に連続してテーパ角度（α）を１°の壁面(13b)を形成した。また、
ベアリング部(11)の基板成形部(11a)のベアリング長さを６mmに形成し、基板成形部(11a)
出側の逃げ穴(13)は、基板成形部(11a)の全周において退入量１mmの逃がし部(14)を形成
するとともに、退入端から５°のテーパ状の壁面(13a)を形成した。
【００２１】
そして、前記押出用ダイス(1)を用い、ＪＩＳ　６０６３アルミニウム合金を押出材料と
して長さ３１００mmの長尺材を１０本押出した。
【００２２】
１０本の長尺押出材のうち、１、５、１０本目の３本について、左右端各２枚のフィンを
除く中間の１４枚のフィンについてフィン肉厚を測定した。測定結果を図４に示す。
【００２３】
また、比較例として、フィン成形部直後に退入量１mmの逃がし部を形成したことを除いて
上記実施例と同形の押出用ダイスを用いて同様の押出試験を行った。測定した１４枚のフ
ィンの肉厚を図５に示す。
【００２４】
図４および図５の結果より、ベアリング部の出側に逃がし部を形成しない本発明の押出用
ダイスではフィンの肉厚が１．４～１．６mmの範囲に収まって安定したフィン形状を得る
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８５mmの間でばらついて形状安定性に劣るものであった。
【００２５】
【発明の効果】
以上の次第で、この発明の押出用ダイスは、基板上に多数の薄板状のフィンが並設された
ヒートシンクの外周形状を成形するベアリング部と、前記ベアリング部出側に形成された
逃げ穴とを有する押出用ダイスであって、前記ベアリング部におけるフィン成形部のベア
リング長さ（Ｌ）が０．５～７mmに形成され、かつ前記逃げ穴のフィン成形部側の壁面が
フィン成形部に連続して０°を越え３°以下の角度（α）で開くテーパ状に形成されてい
るから、フィン成形部間の肉厚が確保されて剛性が高まる。
【００２６】
そのため、前記押出用ダイスを用いてアルミニウム材料を押出すヒートシンクの製造方法
においては、高い押圧力に対してもフィン成形部間がたわみにくく、トング比の高いフィ
ンでも偏肉にならず安定したフィン形状のヒートシンクを押出すことができ、放熱性能の
優れたヒートシンクを製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の押出用ダイスの一実施形態を入側から見た平面図である。
【図２】図１のII－II線断面図である。
【図３】図１の押出用ダイスによって成形されるヒートシンクの横断面図である。
【図４】図１の押出用ダイスを用いて製造したヒートシンクのフィン肉厚のばらつきを示
すグラフ図である。
【図５】比較例の押出用ダイスを用いて製造したヒートシンクのフィン肉厚のばらつきを
示すグラフ図である。
【図６】一般的な押出用ダイスの縦断面図である。
【符号の説明】
１…押出用ダイス
11…ベアリング部
11b…フィン成形部
13…逃げ穴
13b…壁面
20…ヒートシンク
21…基板
22…フィン
Ｌ…フィン成形部のベアリング長さ
α…壁面のテーパ角
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